
公立大学法人宮城大学の設立に伴う関係条例の整理等に関する条例

（職員定数条例の一部改正）

第１条 職員定数条例（昭和３３年宮城県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中第１０号を削り，第１１号を第１０号とし，第１２号を第１１号とし，第

１３号を第１２号とする。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例（昭和３２年宮城県条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。

第４条第１項第３号ハを削る。

別表第３イを削り，同表ロ中「教育職給料表（二）」を「教育職給料表（一）」に改め，同

表ロを同表イとし，同表ハ中「教育職給料表（三）」を「教育職給料表（二）」に改め，同表ハ

を同表ロとする。

（職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正）

第３条 職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年宮城県条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「大学，」を削る。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第４条 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１２年宮城県条例第１２８号）の一部を次のよ

うに改正する。

第７条第２項第１号中「教育職給料表（二）」を「教育職給料表（一）」に改める。

第２１条第１項第１号中「教育職給料表（二）又は」を削り，「教育職給料表（三）」を「教

育職給料表」に改め，同項第２号及び第３号中「教育職給料表（二）」を「教育職給料表（一）」

に改める。

第２４条第１項中「教育職給料表（三）」を「給与条例別表第３に定める教育職給料表（二）」

に改める。

第２６条第１項中「教育職給料表（二）又は教育職給料表（三）」を「教育職給料表」に改

める。

（宮城大学条例の廃止）

第５条 宮城大学条例（平成８年宮城県条例第３３号）は，廃止する。

（家畜伝染病予防法施行条例の一部改正）

第６条 家畜伝染病予防法施行条例（平成１２年宮城県条例第７０号）の一部を次のように改正

する。

第１４条第２号中「又は宮城大学」を削る。

（学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正）

第７条 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（昭和５１年宮城県条

例第３号）の一部を次のように改正する。

第２条中「県立大学の学校医等に関しては知事，大学以外の県立学校の学校医等に関して

は県教育委員会」を「教育委員会」に改める。

第５条中「県立大学の学校医等に関しては規則で，大学以外の県立学校の学校医等に関し

ては」を削る。

（義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正）

第８条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年宮城県条例



第４７号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「教育職給料表（二）又は教育職給料表（三）」を「教育職給料表」に，「こ

れらの」を「当該」に改める。

（学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正）

第９条 学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年宮城県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。

第２条中「大学，」を削る。

（県立学校条例の一部改正）

第１０条 県立学校条例（昭和３９年宮城県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「（大学を除く。以下同じ。）」を削る。

（県立学校条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１１条 県立学校条例の一部を改正する条例（平成１７年宮城県条例第１４５号）の一部を次

のように改正する。

附則中第３項を削り，第４項を第３項とし，第５項を第４項とし，第６項を第５項とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において第２条の規定による改正前

の職員の給与に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の教育職給料表（二）の適用を

受けていた職員で施行日において第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の教育職給料表（一）の適用を受けることとなるもの及び施行日

の前日において改正前の条例の教育職給料表（三）の適用を受けていた職員で施行日において

改正後の条例の教育職給料表（二）の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級

（次項において「新級」という。）は，施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の

級と同じ職務の級とする。

３ 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は，施行日の前日においてそ

の者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

４ 施行日の前日において改正前の条例の教育職給料表（二）の適用を受けていた職員で施行日

において改正後の条例の教育職給料表（一）の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日

において改正前の条例の教育職給料表（三）の適用を受けていた職員で施行日において改正後

の条例の教育職給料表（二）の適用を受けることとなるものの職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成１９年宮城県条例第４６号）附則第９項の適用については，これらの

者は，同項に規定する職員であるものとみなす。

５ 第６条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行条例第１４条第２号の規定は，施行日以

後に家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法」という。）第８条（法第３１

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による請求がなされた証明書の交付について

適用する。

６ 第７条の規定による改正後の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例の規定は，施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し，施行日前に

支給すべき事由が生じた公務災害補償については，なお従前の例による。


